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１ 指定管理者の募集について 

  久喜市では、久喜市総合体育館（以下「総合体育館」という。）、久喜市立体育施設及

び久喜市栗橋Ｂ＆Ｇ海洋センター（以下「体育施設」という。）、久喜市都市公園のうち

有料公園施設等（以下「有料公園施設等」という。）について、民間の能力を活用し、市

民サービスの向上と経費の削減を図るため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以

下「自治法」という。）第２４４条の２第３項及び久喜市公の施設に係る指定管理者の指

定の手続等に関する条例（平成２２年条例第２３４号。）第２条の規定により、次に掲げ

る施設を管理する指定管理者の募集を行うものです。 

 

２ 施設の概要 

 （１）施設設置の目的・役割 

    総合体育館、体育施設及び有料公園施設等は、市民のスポーツ・レクリエーショ

ン活動の普及振興を図り、市民の心身の健全な発達と明るく豊かな生活形成に寄与

することが求められます。 

 

 （２）施設所在地及び概要（別紙資料１（各施設平面図【Ｐ１４～】）参照） 

 

【総合体育館】 

施 設 名 総合体育館 

所 在 地 久喜市江面１６１６番地 

設置年月日 【第１体育館】平成５年９月１日 

【第２体育館】昭和５９年４月３日 

施 設 概 要 【第１体育館】メインアリーナ、武道場、多目的ホール、 

トレーニング室、会議室 

【第２体育館】アリーナ 

 

 

【体育施設（５施設）】 

１ 

施 設 名 鷲宮体育センター 

所 在 地 久喜市中妻７７６番地 

設置年月日 昭和５７年６月１７日 

施 設 概 要 アリーナ 

２ 

施 設 名 鷲宮運動広場 

所 在 地 久喜市鷲宮６丁目３１２０番地 

設置年月日 昭和５７年６月１７日 

施 設 概 要 グラウンド（照明有り） 
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３ 

施 設 名 南栗橋スポーツ広場 

所 在 地 久喜市南栗橋１２丁目６番地１ 

設置年月日 昭和６３年６月１５日 

施 設 概 要 グラウンド、ゲートボール場 

４ 

施 設 名 緑１丁目テニス場 

所 在 地 久喜市緑１丁目３３番地 

設置年月日 平成２６年９月１日 

施 設 概 要 テニスコート２面 

５ 

施 設 名 久喜市栗橋Ｂ＆Ｇ海洋センター 

所 在 地 久喜市伊坂１５５１番地１ 

設置年月日 昭和６３年６月１５日 

施 設 概 要 【体育館】第 1体育室、第 2体育室、ミーティングルーム 

【プール】鉄骨上屋付プール（大プール、幼児プール） 

 

 

【有料公園施設等（１２施設）】 

１ 

施 設 名 総合運動公園 

所 在 地 久喜市江面１６１６番地 

設置年月日 平成２年４月１日 

施 設 概 要 市民グラウンド、多目的広場、ゲートボール場６面、 

テニスコート６面（照明有り）、市民プール跡地、自由広場 

２ 

施 設 名 青葉公園 

所 在 地 久喜市青葉３丁目１番１号 

設置年月日 昭和４９年７月１日 

施 設 概 要 野球場（照明有り）、テニスコート３面（うち２面照明有り） 

３ 

施 設 名 清久公園 

所 在 地 久喜市清久町９番 

設置年月日 昭和５６年２月９日 

施 設 概 要 野球場 

４ 

施 設 名 寺田公園 

所 在 地 久喜市菖蒲町菖蒲５０１３番地９１ 

設置年月日 昭和５０年１２月２３日 

施 設 概 要 テニスコート２面 

５ 

施 設 名 森下緑地グラウンド 

所 在 地 久喜市菖蒲町下栢間５４９５番地１ 

設置年月日 平成６年６月１５日 

施 設 概 要 グラウンド、テニスコート２面（照明有り） 
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６ 

施 設 名 あやめ公園 

所 在 地 久喜市菖蒲町新堀１６９５番地 

設置年月日 平成３年３月２８日 

施 設 概 要 運動広場 

７ 

施 設 名 寺田緑地グラウンド 

所 在 地 久喜市菖蒲町菖蒲５０１３番地４２ 

設置年月日 平成６年６月１５日 

施 設 概 要 グラウンド 

８ 

施 設 名 ふれあい広場 

所 在 地 久喜市菖蒲町三箇２８３４番地 

設置年月日 平成６年６月１５日 

施 設 概 要 グラウンドゴルフ場 

９ 

施 設 名 菖蒲運動公園 

所 在 地 久喜市菖蒲町菖蒲８８０番地 

設置年月日 令和２年４月１日 

施 設 概 要 メイングラウンド、多目的グラウンド、多目的広場、管理棟 

10 

施 設 名 南栗橋近隣公園 

所 在 地 久喜市南栗橋１０丁目１８番２ 

設置年月日 平成１１年４月１日 

施 設 概 要 テニスコート３面（照明有り） 

11 

施 設 名 桜田運動公園 

所 在 地 久喜市桜田２丁目７番１ 

設置年月日 平成１８年３月１日 

施 設 概 要 テニスコート４面 

12 

施 設 名 沼井公園 

所 在 地 久喜市桜田３丁目１３番２ 

設置年月日 昭和６０年３月３０日 

施 設 概 要 テニスコート２面（照明有り） 

 

（３）休館・休場日及び利用時間 

    別紙資料２【Ｐ３３～】参照 

 

（４）施設の利用状況 

    各施設の利用状況（別紙資料４【Ｐ４０～】参照） 
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３ 管理に当たっての条件 （詳細は別添「業務仕様書」を参照のこと） 

 （１）指定管理者が行う業務の範囲 

   ア 総合体育館、体育施設及び有料公園施設等の運営・管理に関する業務 

   イ 総合体育館、体育施設及び有料公園施設等の提供（受付、許可、利用料金の収

受等） 

   ウ 総合体育館、体育施設及び有料公園施設等の用具の貸出 

   エ 総合体育館、体育施設及び有料公園施設等の情報提供 

   オ その他総合体育館、体育施設及び有料公園施設等の設置の目的を達成するため

に必要な事業に関する業務 

  

（２）自主事業 

    指定管理者の企画により、施設の設置目的を推進する自主事業を行うことができ 

ます。 （別紙資料６【Ｐ４３】参照） 

 

 （３）管理に要する経費 

   ア 利用料金の設定   

     指定管理者は、市が支払う本事業に要する経費のほか、利用者が支払う利用料

金や自ら企画・実施する各事業の収入を指定管理者の収入とします。 

     また、指定管理者は、条例に定める額の範囲内で利用料金を定めることができ

ますが、市長の事前承認が必要です。（指定管理者が必要と認めるときは、利用料

金を減額又は免除することができます。） 

     ・各施設の現在の利用料金表（別紙資料３【Ｐ３５～】参照） 

     ・各施設の利用料金収入実績（別紙資料４【Ｐ４０～】参照） 

   イ 指定管理業務に係る経費 

     市は、指定管理業務に必要な経費を、予算の範囲内において、会計年度（４月

１日から翌年３月３１日まで）ごとに指定管理者に指定管理料として支払います。  

具体的な額や支払い時期・方法等は協議の上、協定で定めます。 

     

 （４）指定予定期間 

    令和９年４月１日から令和１４年３月３１日までの５年間 

 

 （５）管理基準 

   ア 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に総合体育館、体育施設及び有料

公園施設等の管理運営を行うこと。 

   イ 管理運営費の削減に努め、適切に施設の維持管理を行うこと。 

また、利用者が快適かつ安全に施設等を利用できるよう努めること。 

   ウ 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報については、適正に取り扱う

こと。 
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 （６）リスク分担 

    市と指定管理者のリスク分担は、原則として次のとおりとします。 

項  目 市 指定管理者 

物価・金利変動のリスク 協議 協議 

施設管理に関する法令変更による経費 ○  

準備に要した経費（議会の否決、協定を破棄せざる

を得ない状況などの場合） 

 ○ 

施設（設備、備品含む）の保守点検  ○ 

施設の維持管理（植栽管理、清掃等を含む）  ○ 

施設の修繕 ○ 
（100万円以上） 

○ 
（100万円未満） 

安全衛生管理  ○ 

業務に関連して取得した利用者等の個人情報に関す

る情報の漏えい等による利用者等に対する対応 
 ○ 

情報セキュリティ対策の不備による情報漏えい、犯

罪発生に対する責任 
 ○ 

公共施設予約システムの保守管理 ○ △ 
（用紙・トナー等消耗品） 

事故、火災等による施設の損傷の回復 ○ 
△ 

（自己の責めに帰すべ

き事由による場合） 

施設の火災共済保険の加入 ○  

施設利用者の被災に対する責任 ○ △ 
（現場での対応） 

指定管理者の責めに帰すべき事由による管理物件及

び第三者への賠償 
 

○ 

（市が求償権を行使） 

不可抗力（自然災害、暴動等）の発生に伴う損害及

び増加費用 
協議 協議 

指定期間の終了に伴う明け渡しと原状回復及び市が

指定する者に対する引き継ぎの経費 
 ○ 

指定管理者の責めに帰すべき事由による指定の取消

し又は期間を定めての管理業務の停止に関する費用

負担 

 ○ 

市の責任による事業の中止・変更・延期 ○  

市の指示による業務内容変更による経費の増 ○  

包括的な管理責任 ○  

※物価・金利変動のリスクは、指定期間初年度に限り、原則、指定管理者の負担とします。 

※指定管理者は、善良なる管理者の注意をもって、総合体育館、体育施設及び有料公園

施設等を常に良好な状態に管理する義務を負います。 

※指定管理者は、施設利用者の被災に対し、現場で対応する責任を有し、施設又は施設

利用者に災害があった場合は、迅速かつ適切な対応を行い、速やかに市に報告しなけれ

ばなりません。 
 



- 6 - 

 

 （７）指定管理業務の継続が困難になった場合における措置に関する事項 

   ア 指定管理者は、指定管理業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じ

た場合には、速やかに市に報告しなければなりません。 

   イ 指定管理者の責めに帰すべき事由により、指定管理者による適正な施設管理が

困難となった場合又はおそれがあると認められる場合には、市は、指定管理者に

対して改善勧告を行い、期間を定めて、改善策の提出及び実施を求めることがで

きます。この場合において、指定管理者が当該期間内に改善することができなか

ったときは、市は、指定管理者の指定を取り消すことができます。 

   ウ 指定管理者が市の指示に従わないときや、指定管理者の財政状況が著しく悪化

するなど、指定管理業務の継続が困難と認められる場合には、市は、指定管理者

の指定を取り消すことができます。 

   エ イ又はウにより指定管理者の指定を取り消され、指定管理者の債務不履行によ

る損害が市に生じた場合には、指定を取り消された指定管理者は、市に生じた損

害について賠償の責めを負うことになります。 

   オ 市又は指定管理者の責めに帰することができない事由により、指定管理業務の

継続が困難となった場合には、市と指定管理者は、指定管理業務継続の可否につ

いて協議することとします。 

 

 （８）委託等の禁止 

    指定管理業務の実施に当たり、業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせる

ことは認められません。ただし、あらかじめ市の承認を受けた場合には、業務の一

部を第三者に委託し、又は請け負わせることができます。 

 

 （９）指定管理者が賠償責任を負う範囲 

指定管理者は、施設の管理業務の履行に当たり、指定管理者の責めに帰すべき事

由により市又は第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。 

   ※入場者傷害保険及び指定管理者の業務上の瑕疵により生ずる損害賠償に対応で

きるような賠償資力を確保するための保険に加入すること。 

 

（１０）その他 

   ア 指定管理業務を通じて作成又は取得した文書等の適正な管理・保存に努めるこ

と。 

   イ 指定管理業務を通じて作成又は取得した文書等の情報公開に努めること。 

   ウ 指定管理業務の実施に当たり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法 

    律に基づき、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供について適切に配 

    慮すること。 

   エ 指定管理業務の実施に当たり、市内の雇用拡大及び中小企業者の受注機会の増

大に努めること。 

   オ 指定管理業務の実施に当たり、省エネルギーの徹底と環境負荷の低減に配慮し
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た物品等の調達に努めること。 

   カ 市と協議の上、市が設定する公の施設の管理目標の達成に努めること。 

   ※「管理に当たっての条件」についての細目的事項は、協議の上、協定で定めます。 

 

４ 申請の手続 

 （１）申請者の備えるべき資格 

    県内に事務所を置いている法人その他の団体（以下「法人等」という。）とします。 

（複数の法人等でグループを構成して申請する場合は、代表法人の事務所の所在

地） 

   ア 次のいずれかに該当する法人等は、指定を受けられません。 

    ① 地方自治法施行令１６７条の４の規定により、一般競争入札等の参加を制限

されている法人等。 

    ② 会社更生法に基づく更正手続開始の申立て、又は民事再生法に基づく再生手

続開始の申立てがなされている法人等。 

    ③ 久喜市から指名停止措置を受けている法人等。 

    ④ 法人税、法人都道府県税、法人市民税、法人事業税、消費税及び地方消費税

を滞納している法人等。 

    ⑤ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規

定する暴力団をいう。）又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）

若しくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者の統制下にあ

る法人等。 

    ※上記①～⑤に該当しない旨の誓約書（様式２）を提出してください。 

   イ 選定委員会の委員、本件業務に従事する市職員等に対し、本件応募についての

接触を禁じます。接触の事実が認められた場合、失格になることがあります。 

   ウ 複数の法人等でグループを構成して申請する場合は、次の事項について留意し

てください。 

    ① 代表する法人等を定めてください。市との連絡調整については、代表する法

人等が行ってください。 

    ② 申請については、１申請者につき１提案に限らせていただきます。また、当

該グループの構成員は、他のグループの構成員となり、又は単独で申請を行う

ことはできません。また、構成員のいずれかが上記（１）アのいずれかに該当

する場合は、指定を受けられません。 

 

 （２）申請の方法 

    申請に当たっては、以下の書類を市に提出してください。 

グループで申請する場合には、適切なグループの名称を付け、その名称で申請し 

てください。ただし、申請書の記名押印については、グループの全ての構成員が行 

ってください。 
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    また、次の提出書類中②～⑨については、グループの全ての構成員が提出してく

ださい。なお、市が必要と認める場合には、追加資料の提出を求めることがありま

す。 

   ア 提出書類 

    ① 指定管理者指定申請書（様式１） 

    ② ４ 申請の手続 の（１）アに該当しない旨の誓約書（様式２） 

    ③ 法人等の定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書（申請日前３か月以内に

取得したもの）又はこれに準ずる書類 

    ④ 法人等の決算関係書類（過去３年分の事業報告書、財産目録、貸借対照表、

資金収支計算書又はこれに準ずる書類） 

    ⑤ 法人等の予算関係書類（直近１年分の事業計画書、資金収支計算書又はこれ

に準ずる書類） 

    ⑥ 法人等の組織及び運営に関する事項を記載した書類（法人等の組織図や業務

執行体制等がわかるもの及び就業規則、経理規程、給与規程、その他法人等の

諸規程類） 

    ⑦ 設立趣旨、事業内容のパンフレット等、法人等の概要が分かるもの 

    ⑧ 法人税、法人都道府県民税、法人市民税、法人事業税、消費税及び地方消費

税の納税証明書（直近１年分） 

    ⑨ 役員の名簿及び履歴を記載した書類 

    ⑩ 類似施設における業務実績を記載した書類（様式３：過去５年間を対象とし

て記載） 

    ⑪ 管理運営に関する事業計画書（様式４） 

     １ 指定管理業務を行うに当たっての基本方針 

     ２ 管理執行体制 

     ３ 施設・設備の維持管理計画 

     ４ サービス等を向上させるための方策 

     ５ 危機管理に対する方針について（防災、防犯、その他緊急時の対応等） 

     ６ 自主事業に対する基本方針と自主事業実施計画 

     ７ 事業運営を自ら評価する自己評価制度について 

８ 指定期間５年間の計画 

９ 個人に関する情報の取扱いや情報公開についての基本方針（情報管理体制 

その他必要と考える事項） 

     １０ 令和９年度収支予算案 

     １１ １００万円未満の修繕、物品購入等の予算について 

     １２ その他の提案について 

 

   イ 提出部数 

     １０部（正本１部、副本９部） 
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   ウ 提出方法  

     持参又は郵送 

【提出先】 

久喜市 健康スポーツ部 スポーツ振興課 スポーツ施設係 

〒346-8501 埼玉県久喜市下早見 85-3 

 電話 0480-22-1111 内線 2274 

   

 エ 受付期間 

     【持参の場合】 

      令和８年７月３０日（木）から８月７日（金）までの午前８時４５分から 

午後４時３０分まで（土・日を除く）。 

     【郵送の場合】 

      原則、書留とし、８月７日（金）午後４時３０分必着とします。 

      ※７月３０日よりも前に送付いただいても無効とします。 

 

   オ その他 

     申請書類の提出後は、内容を変更することはできません。 

 

   カ 公募説明会の開催 

     募集要項に関する説明会を次のとおり開催します。申込書（様式５）に必要事

項を記入の上、７月２日（木）午後４時３０分まで（必着）に、スポーツ振興課

に提出してください。（電子メール、ＦＡＸ、郵送可） また、質問書を提出した

際は、その旨を電話で下記へ連絡してください。 

メール：sportsshinko@city.kuki.lg.jp 

ＦＡＸ：0480-22-3319 

開催日時：令和８年７月９日（木）午前９時３０分から 

開催場所：久喜市役所 会議室棟 第２会議室 

参加人数：各事業者（グループ）２名以内とする。 

     ※募集要項及び各仕様書を持参してください。 

※説明会に不参加の場合、申請書類は受理できませんので、ご注意ください。 

 

   キ 現地説明会の実施 

     公募説明会の後、各施設の現地説明会を次のとおり開催します。 

開催日時：令和８年７月９日（木）午後１時３０分から 

集合場所：総合体育館 第１体育館 正面入口前 

参加人数：各事業者（グループ）２名以内とする。 

     ※総合体育館、菖蒲運動公園、鷲宮体育センター、栗橋 B&G 海洋センターを順

次回る予定です。施設間の移動は参加者各自でお願いします。それ以外の施

設については、希望がある場合に限り、７月１５日（水）に別途対応します。 

     ※スリッパ等の室内履きを持参してください。 
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ク 募集要項に関する質問の受付 

     募集要項の内容等に関する質問を以下のとおり受け付けます。 

受付期間：令和８年７月１６日（木）～７月２３日（木）午後４時３０分まで 

受付方法：質問書（様式６）に記入の上、電子メール又はＦＡＸで提出してく

ださい。質問書を提出した際は、その旨を電話で下記へ連絡してくだ

さい。 

メール：sportsshinko@city.kuki.lg.jp 

    電子メールでの質問は、件名を【質問】〇〇会社としてください。 

ＦＡＸ：0480-22-3319 

ＴＥＬ：0480-22-1111 内線 2274  

    

ケ 募集要項に関する質問の回答 

     質問及び回答は、７月２９日（水）市ホームページにおいて公表します。（質問

者名は表示しません。）また、現地説明会において出された質問についても、内容

によりホームページでの回答とする場合があります。 

 

 （３）著作権の帰属等 

事業計画書等の著作権は、申請者に帰属します。ただし、市は、指定管理者の決

定の公表等必要な場合には、事業計画書等の内容を無償で利用できるものとします。 

なお、提出された書類は、理由の如何に関わらず返却しません。 

 

 （４）費用の負担 

    申請に要する経費は、申請者の負担とします。 

 

 （５）情報公開条例に基づく公開請求 

    提出された申請書類は、久喜市情報公開条例に基づく公開請求の対象になります。

（原則として、個人に関する情報や申請者の正当な利益を害するおそれのある情

報を除く。） 

 

 （６）申請の辞退 

    申請書類を提出した後に辞退する場合には、書面により申し出てください。 

    様式は任意とします。 

 

 

mailto:shogaigakushu@city.kuki.lg.jp
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５ 指定管理者の指定等 

 （１）指定管理者の指定方法 

    指定管理者の指定は、久喜市議会の議決を経て、文書で久喜市長が指定します。

なお、指定後速やかに告示します。 

 

 （２）指定管理者候補者の選定 

    指定管理者の選定に当たっては、提出された申請書により、一次審査（書類審査）、

指定管理者候補者選定委員会による二次審査（プレゼンテーション）を行い、（３）

の「選定に当たっての審査基準」に最も適合する申請者を指定管理者候補者としま

す。 

    一次審査の結果は、８月下旬に全ての申請者に文書で連絡します。 

    二次審査は、一次審査を通過した申請について、提出された申請書によりプレゼ

ンテーションを行っていただき、申請の内容を基に総合的に審査します。（補助的に

パソコン等を使用しながらプレゼンテーションを行うことも可とします。その際、

プロジェクターとスクリーンは市で用意しますが、パソコン及び接続ケーブルは申

請者が用意してください（市が用意するプロジェクター：メーカー名 EPSON 

 型番 EB-W06）。 

    二次審査の結果は、全ての二次審査参加者に文書で連絡します。 

    応募書類に虚偽の記載があった場合は、失格とします。 

    なお、正式に指定管理者として指定されるまでの間に、指定管理者候補者に事故

ある場合は、選定されなかった申請者のうちから新たに指定管理者候補者を選定す

る場合があります。 

 

 （３）選定に当たっての審査基準 

   ア 利用者の平等な利用を確保することができること。 

   イ 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に施設の運営を行うことができる

こと。 

   ウ 施設の設置目的を効果的に達成し、効率的な運営を行うことができること。 

   エ 指定管理業務を安定して行う経営基盤を有していること。 

   オ 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の、適正な取り扱いを確保す

ることができること。 
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 （４）主な審査のポイント 

   ア 指定管理者としての受託実績について 

   イ 組織・連絡体制について 

   ウ 個人に関する情報の取扱い、情報公開について 

   エ 指定管理業務の基本方針について 

   オ 管理執行体制について 

   カ 施設・設備の維持管理計画について 

   キ サービスの向上及び利用者のトラブル未然防止について 

   ク 危機管理について 

   ケ 自主事業について 

   コ 指定管理料について 

   サ 自己評価制度について 

   シ ５年間の事業計画について 

 

 （５）選定に当たっての審査方法等 

    一次審査（書類審査）ののち、二次審査は選定委員会が審査基準に基づき審査し

ます。なお、選定委員会の会議は非公開とします。 

 

６ 指定管理者指定後の手続 

 （１）協定の締結 

    業務内容に関する細目的事項、指定管理に係る委託料に関する事項、管理の基準

に関する細目的事項等について協議の上、市と協定を締結するものとします。 

 

 （２）引き継ぎ、準備行為の実施 

    指定管理者は、市と協議し、指定期間の始期から円滑に指定管理業務が実施でき

るよう市及び前任の指定管理者から事務を引き継ぎ、必要な準備行為を行うものと

します。 

    なお、引き継ぎ及び準備行為に要する経費は、それぞれの負担とします。 

 

 （３）その他 

    指定管理者が、協定の締結までに次に掲げる事項に該当するときは、その指定を

取り消し、協定を締結しないことがあります。 

   ア 指定管理者の経営状況の急激な悪化等により、指定管理業務の履行が確実でな

いと認められるとき。 

   イ 著しく社会的信用を損なう行為などにより、指定管理者としてふさわしくない

と認められるとき。 
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７ 指定管理者の公募に関するスケジュール 

指定管理者の公募及び選定スケジュールは、以下を予定しています。 

月日 内容 

令和８年 ６月２２日～７月 ２日 募集要項の公表・公募説明会の受付 

７月 ９日 公募説明会・現地説明会 

７月１６日～７月２３日 質問書の受付 

７月２９日 質問書の回答（ホームページで回答） 

７月３０日～８月７日 申請書の受付 

８月中旬 一次審査（書類審査） 

８月下旬 一次審査結果通知 

９月下旬 選定委員会による二次審査（プレゼンテーション） 

１０月上旬 二次審査結果通知（指定管理者候補者の選定） 

１２月中旬 議会での議決 

１２月下旬 指定管理者の指定（告示） 

令和９年 １月～３月 協定の締結 

令和９年 ４月 １日 指定管理業務の開始 

 

８ 留意事項 

・指定管理期間中、久喜市総合運動公園基本計画に基づき、総合運動公園の改修工事を行

う可能性があります。使用料収入の減少等の影響については、年度協定等で協議に応じ

るため、今回の公募において見込む必要はありません。 

 

９ 問合せ先 

  埼玉県 久喜市 健康スポーツ部 スポーツ振興課 スポーツ施設係 

  住 所：埼玉県久喜市下早見８５番地の３ 

  電 話：０４８０－２２－１１１１（内線２２７４） 

  ＦＡＸ：０４８０－２２－３３１９ 

  メール：sportsshinko@city.kuki.lg.jp 
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別紙資料１（総合体育館 第１体育館平面図） 
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別紙資料１（総合体育館 第２体育館平面図） 
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別紙資料１（鷲宮体育センター平面図） 
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別紙資料１（鷲宮運動広場平面図） 
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別紙資料１（南栗橋スポーツ広場平面図） 
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別紙資料１（緑１丁目テニス場平面図） 
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別紙資料１（栗橋Ｂ＆Ｇ海洋センター平面図） 
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別紙資料１（総合運動公園平面図） 
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別紙資料１（青葉公園平面図） 
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別紙資料１（清久公園平面図） 
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別紙資料１（寺田公園平面図） 
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別紙資料１（森下緑地グラウンド平面図） 
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別紙資料１（あやめ公園平面図） 
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別紙資料１（寺田緑地グラウンド平面図） 
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別紙資料１（ふれあい広場平面図） 
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別紙資料１（菖蒲運動公園平面図） 
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別紙資料１（南栗橋近隣公園平面図） 
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別紙資料１（桜田運動公園平面図） 
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別紙資料１（沼井公園平面図） 
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別紙資料２ 

総合体育館及び体育施設の休館・休場日及び利用時間 

 施設名 休館・休場日 利用時間 

 

総合体育館 

第１体育館 
・毎月第 4火曜日（この日が祝日の場合は翌日） 

・年末年始(12 月 29 日から 1月 3 日まで) 
午前 9 時から午後 9時まで 

 第２体育館 
・毎月第 4水曜日（この日が祝日の場合は翌日） 

・年末年始(12 月 29 日から 1月 3 日まで) 
午前 9 時から午後 9時まで 

 鷲宮体育センター 
・毎月第 2水曜日（この日が祝日の場合は別に定める日） 

・年末年始(12 月 28 日から 1月 4 日まで) 
午前 9 時から午後 9時まで 

 鷲宮運動広場 ・年末年始(12 月 29 日から 1月 3 日まで) 午前 9 時から午後 9時まで 

 南栗橋スポーツ広場 ・年末年始(12 月 29 日から 1月 3 日まで) 午前 9 時から午後 6時まで 

 

栗橋Ｂ＆Ｇ海洋センター 

体育館 
・毎月第 2火曜日（この日が祝日の場合は別に定める日） 

・年末年始(12 月 28 日から 1月 4 日まで) 
午前 9 時から午後 9時まで 

 

プール ・なし 

6 月 1 日から 9 月 30 日までの間で市長が定める期間 

 
午前 9 時から午後 9時まで 

※１回あたりの利用（入館から退館まで）は 3時間まで 

 緑１丁目テニス場 ・年末年始(12 月 29 日から 1月 3 日まで) 午前 9 時から午後 6時まで 

※祝日とは、国民の祝日に関する法律(昭和２３年法律第１７８号)に規定する日 
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別紙資料２ 

有料公園施設等の利用期間及び利用時間 
 

施設名 利用期間 利用時間 

 

総合運動公園 

市民グラウンド 

1 月 4 日から 12 月 28 日まで 

午前 8 時から午後 6時まで 

 多目的広場 午前 6 時から午後 6時まで 

 ゲートボール場 午前 8 時から午後 6時まで 

 テニスコート 午前 8 時から午後 9時まで 

 青葉公園 野球場、テニスコート 
1 月 4 日から 12 月 28 日まで 

午前 6 時から午後 9時まで 

 清久公園 野球場 午前 6 時から午後 6時まで 

 寺田公園 テニスコート 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

午前 9 時から午後 5時まで 

（4 月 1 日から 9 月 30 日までの期間は午前 8時から午後 6時まで） 

 森下緑地グラウンド 
テニスコート 午前 9 時から午後 9時まで 

グラウンド 

午前 8 時から午後 5時まで 

（4 月 1 日から 9 月 30 日までの期間は午前 6時から午後 6時まで） 

 あやめ公園 運動広場 

 寺田緑地グラウンド グラウンド 

 ふれあい広場 グラウンドゴルフ場 

 菖蒲運動公園 
メイングラウンド、多目的グラウンド、

多目的広場、管理棟多目的室（１・２） 

1 月 4 日から 12 月 28 日まで 

午前 9 時から午後 6時まで 

 南栗橋近隣公園 テニスコート 午前 9 時から午後 9時まで 

 桜田運動公園 テニスコート 午前 9 時から午後 7時まで 

 沼井公園 テニスコート 午前 9 時から午後 9時まで 
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別紙資料３ 

各施設の利用料金表 
 

（１）総合体育館使用料 

施設名 区分 利用単位 利用者区分 利用料金 

第１体育館 

メイン 

アリーナ 

全面使用 全面 1 時間 
一般 4,600 円 

高校生以下 2,300 円 

バスケット 

ボールコート 
1 面 1 時間 

一般 1,900 円 

高校生以下 950 円 

バレーボール 

コート 
1 面 1 時間 

一般 1,200 円 

高校生以下 600 円 

バドミントン 

コート 
1 面 1 時間 

一般 400 円 

高校生以下 200 円 

卓球台 1 台 1 時間 
一般 400 円 

高校生以下 200 円 

武道場 

全面 1 時間 
一般 1,200 円 

高校生以下 600 円 

半面 1 時間 
一般 600 円 

高校生以下 300 円 

多目的 

ホール 

全面使用 全面 1 時間 
一般 500 円 

高校生以下 250 円 

卓球台 1 台 1 時間 
一般 400 円 

高校生以下  200 円 

トレーニング室 

1 人 1 回 
一般 500 円 

高校生以下 250 円 

1 人 2 時間 
一般 400 円 

高校生以下  200 円 

1 人 1 時間 
一般 200 円 

高校生以下 100 円 

会議室 

全面 1 時間 
一般 200 円 

高校生以下 100 円 

半面 1 時間 
一般 100 円 

高校生以下  50 円 

第２体育館 アリーナ 

全面使用 全面 1 時間 
一般 1,000 円 

高校生以下 500 円 

半面使用 半面 1 時間 
一般 500 円 

高校生以下 250 円 

バドミントン 

コート 
1 面 1 時間 

一般 300 円 

高校生以下 150 円 

卓球台 1 台 1 時間 
一般 300 円 

高校生以下 150 円 

バレーボール 

コート 
1 面 1 時間 

一般 500 円 

高校生以下 250 円 

バスケット 

ボールコート 
1 面 1 時間 

一般 500 円 

高校生以下 250 円 
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備考 

1 「高校生以下」とは、義務教育就学前の乳幼児、小・中学校の児童、生徒及び高等学校

の生徒並びにこれらの者をもって構成する団体をいい、「一般」とは、高校生以下以外の

ものをいう。 

2 障害者基本法(昭和 45年法律第 84 号)第 2条に規定する障害者で、身体障害者手帳、療

育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の提示があったもの及び当該障害者に現に付き添っ

て介護をしている者(障害者１人について当該介護者１人に限る。)並びに障害者又はそ

の介護者で組織する団体が利用する場合は、利用料金に 2分の 1を乗じて得た額とする。 

3 「１回」とは、午前(午前 9 時から午後 0 時 30 分)、午後(午後 1 時 30 分から午後 4 時

30 分)及び夜間(午後 5時 30 分から午後 9時)の内の１回をいう。 

 

割増利用料金 

市外利用権利者の場合 

市外の者が利用する場合又は市外の者を主たる対象として

利用する場合の割増利用料金は、基本利用料金に 1 を乗じ

て得た額 

入場料金を徴収する場合 

利用権利者が入場料金等(入場料その他これらに類する料

金をいう。以下同じ。)を徴収する場合の割増利用料金は、

1 人 1 回について徴収する最高の入場料金等(消費税及び地

方消費税が課される場合にあっては、当該消費税額及び地

方消費税額を加算した額とする。)に 100 を乗じて得た額 

備考 

1 割増利用料金の算出に当たり、それぞれの場合が重複するときは、該当する額を加算す

るものとする。 

2 「市外の者」とは、次に掲げる者以外の者をいう。 

ア 市内に住所を有し、又は勤務する者 

イ 市内の学校の児童、生徒若しくは学生又はこれらの者をもって構成する団体 

ウ 加須市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町及び杉戸町に住所を有する者 

 

総合体育館 附属設備 利用料金 

施設名 附属設備名 単位 
利用料金 

(1 回につき) 

第 1 体育館 

放送設備（固定式） 1 式 1,000 円 

放送設備（移動式） 1 式 1,000 円 

電光得点表示盤 1 式 1,000 円 

温水シャワー 1 回 100 円 

第１体育館及び第2体育館 
電源（営業用） 1 回 1,000 円 

電源（営業用以外） 1 回 200 円 
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（２）プール使用料（個人使用料） 

施設名 貸出単位 利用者区分 使用料 

栗橋Ｂ＆Ｇ海洋センター 

（プール） 
1 回 

一般 200 円 

市内在住の 65歳以上 100 円 

小・中学生 100 円 

幼児 無料 

 

（３）鷲宮体育センター、栗橋Ｂ＆Ｇ海洋センター（体育館）使用料 

施設名 利用区分 利用単位 利用者区分 使用料 

鷲宮体育センター 

全面 

1 時間 

一般 600 円 

高校生以下 300 円 

半面 
一般 300 円 

高校生以下 150 円 

4 分の 1面 
一般 200 円 

高校生以下 100 円 

栗橋Ｂ＆Ｇ海洋センター 

（体育館：第１体育室） 

全面 

1 時間 

一般 600 円 

高校生以下 300 円 

半面 
一般 300 円 

高校生以下 150 円 

（体育館：第２体育室）   1 時間 
一般 300 円 

高校生以下 150 円 

（体育館：ミーティングルーム）   1 時間 
一般 100 円 

高校生以下  50 円 

 

（４）鷲宮運動広場、南栗橋スポーツ広場及び緑１丁目テニス場使用料 

施設名 利用区分 利用単位 利用者区分 使用料 

鷲宮運動広場 全面 1 時間 
一般 500 円 

高校生以下 250 円 

南栗橋スポーツ広場 

全面 

1 時間 

一般 900 円 

高校生以下 450 円 

トラック 

（B・C面） 

一般 600 円 

高校生以下 300 円 

A 面 
一般 300 円 

高校生以下 150 円 

B 面 
一般 300 円 

高校生以下 150 円 

C 面 
一般 300 円 

高校生以下 150 円 

ゲートボール 無料 

緑１丁目テニス場 1 面 1 時間 無料 
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（５）鷲宮運動広場夜間照明の使用料 

  利用単位 利用者区分 使用料 

鷲宮運動広場 1 時間 
一般 2,500 円 

高校生以下 1,250 円 

 

【（２）～（５）共通事項】 

※１ 「幼児」とは、義務教育就学前の者をいう。幼児が利用する場合は付添人を必要と

する。ただし、付添人は有料。 

※２ 「小・中学生」とは、義務教育諸学校の児童及び生徒をいう。 

※３ 「高校生以下」とは、義務教育就学前の乳幼児、小・中学生の児童、生徒及び高等

学校の生徒並びにこれらの者をもって構成する団体をいう。 

※４ 「一般」とは、「高校生以下」以外の者をいう。  

※５ 久喜市に住所を有する者（市内への通勤、通学者含む）又は加須市、蓮田市、幸手

市、白岡市、宮代町、杉戸町に住所を有する者以外の使用料は上記の２倍とする。 

※６ 障害者基本法第２条に規定する障害者で、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害

者保健福祉手帳の提示があったもの及び当該障がい者に現に付き添って介護をしてい

る者（障がい者１人について当該介護者１人に限る。）並びに障がい者又はその介護者

で組織する団体が利用するときの使用料は、免除とする。 

 

（６）有料公園施設等の使用料 

施設名 利用単位 区分 使用料 

総合運動公園 

市民グラウンド 

1 面 
午前 

(午前 8 時～正午) 

一般 2,000 円 

高校生以下 1,000 円 

1 面 
午後 

(正午～午後 6 時) 

一般 3,000 円 

高校生以下 1,500 円 

多目的広場 1 面 3 時間 無料 

ゲートボール場 1 面 

午前 

(午前 8 時～正午) 
無料 

午後 

(正午～午後 6 時) 

テニスコート 1 面 2 時間 
一般 1,000 円 

高校生以下 500 円 

青葉公園 
野球場 1 面 1 時間 

一般 500 円 

高校生以下 250 円 

テニスコート 1 面 2 時間 無料 

清久公園 野球場 1 面 1 時間 
一般 500 円 

高校生以下 250 円 

寺田公園 テニスコート 1 面 1 時間 
一般 500 円 

高校生以下 250 円 

森下緑地グラウンド 
テニスコート 1 面 1 時間 

一般 500 円 

高校生以下 250 円 

グラウンド 1 面 1 時間        無料 

あやめ公園 運動広場 1 面 1 時間        無料 

寺田緑地グラウンド グラウンド 1 面 1 時間        無料 

ふれあい広場 グラウンドゴルフ場 1 面 1 時間        無料 
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菖蒲運動公園 

メイングラウンド 

1 面 1 時間 
一般 500 円 

高校生以下 250 円 

半面 1 時間 
一般 250 円 

高校生以下 125 円 

多目的グラウンド 1 面 1 時間 
一般 500 円 

高校生以下 250 円 

多目的広場 1 面 1 時間 無料 

管理棟多目的室１ 1 面 1 時間 100 円 

管理棟多目的室２ 1 面 1 時間 100 円 

南栗橋近隣公園 テニスコート 1 面 1 時間 
一般 500 円 

高校生以下 250 円 

桜田運動公園 テニスコート 1 面 1 時間 
一般 500 円 

高校生以下 250 円 

沼井公園 テニスコート 1 面 1 時間 
一般 500 円 

高校生以下 250 円 

 

（７）夜間照明の使用料 

施設名 附属設備 利用単位 区分 料金 

総合運動公園 テニスコート 照明 1 面 1 時間 
一般 200 円 

高校生以下 100 円 

青葉公園 

野球場 照明 1 面 1 時間 
一般 1,500 円 

高校生以下 750 円 

テニスコート 照明 1 面 1 時間 
一般 200 円 

高校生以下 100 円 

森下緑地グラウンド テニスコート 照明 1 面 1 時間 
一般 200 円 

高校生以下 100 円 

南栗橋近隣公園 テニスコート 照明 1 面 1 時間 
一般 200 円 

高校生以下 100 円 

沼井公園 テニスコート 照明 1 面 1 時間 
一般 200 円 

高校生以下 100 円 

 

【（６）～（７）共通事項】 

※１ 「高校生以下」とは、義務教育就学前の乳幼児、小・中学生の児童、生徒及び高等

学校の生徒並びにこれらの者をもって構成する団体をいう。 

※２ 「一般」とは、「高校生以下」以外の者をいう。  

※３ 久喜市に住所を有する者（市内への通勤、通学者含む）又は加須市、蓮田市、幸手

市、白岡市、宮代町、杉戸町に住所を有する者以外の使用料は上記の２倍とする。 

※４ 障害者基本法第２条に規定する障害者で、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害

者保健福祉手帳の提示があったもの及び当該障がい者に現に付き添って介護をしてい

る者（障がい者１人について当該介護者１人に限る。）並びに障がい者又はその介護者

で組織する団体が利用するときの使用料は２分の１とする。 
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別紙資料４ 

総合体育館及び体育施設の利用状況（３か年） 

 

施設名 

令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 

 
利用人数 

（人） 

使用料収入

（円） 

利用人数 

（人） 

使用料収入

（円） 

利用人数 

（人） 

使用料収入

（円） 

 

総合体育館 

第 1 体育館 180,266 18,875,800 200,499 18,174,490 224,898 20,224,810 

 第 2 体育館 52,039 2,859,725 48,926 2,905,150 50,717 2,944,550 

 鷲宮体育センター 26,731 1,545,100 24,598 1,436,550 23,925 1,385,600 

 鷲宮運動広場 14,752 1,092,000 12,893 935,500 14,282 974,250 

 南栗橋スポーツ広場 24,466 425,400 30,216 372,000 21,782 376,350 

 

栗橋Ｂ＆Ｇ海洋センター 

体育館 39,131 1,888,225 40,251 1,937,350 41,709 1,934,900 

 プール 5,605 587,800 3,868 385,700 2,704 394,800 

 緑１丁目テニス場 1,931  2,316  2,316  

 

総合運動公園 

市民グラウンド 18,635 372,500 19,465 320,500 17,640 331,000 

 多目的広場 39,722  38,946  32,715  

 ゲートボール場 19,517  19,972  20,418  

 テニスコート 56,196 6,289,100 44,896 6,286,950 43,034 6,524,850 
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別紙資料４ 

有料公園施設等の利用状況（３か年） 

 

施設名 

令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 

 
利用人数 

（人） 

使用料収入

（円） 

利用人数 

（人） 

使用料収入

（円） 

利用人数 

（人） 

使用料収入

（円） 

 
青葉公園 

野球場 24,825 851,000 23,166 876,750 23,437 882,500 

 テニスコート 30,032 88,000 27,407 71,800 27,687 74,400 

 清久公園 野球場 12,424 287,500 6,690 310,750 9,799 259,000 

 寺田公園 テニスコート 3,895 734,000 3,871 762,000 4,009 695,500 

 
森下緑地グラウンド 

テニスコート 8,246 1,113,350 11,897 1,176,900 10,704 1,094,250 

 グラウンド 10,215  8,722  10,279  

 あやめ公園 運動広場 2,027  3,506  30,771  

 寺田緑地グラウンド グラウンド 29,872  25,728  22,046  

 ふれあい広場 グラウンドゴルフ場 9,452  7,604  7,084  

 

菖蒲運動公園 

メイングラウンド 3,186 199,500 4,355 171,062 11,912 198,735 

 多目的グラウンド 665 52,750 1,096 72,250 1,837 129,950 

 多目的広場 未集計  未集計  60  

 管理棟（１・２） 320 3,200 1,491 28,100 2,666 52,300 

 南栗橋近隣公園 テニスコート 21,108 3,216,050 20,588 3,314,250 21,929 3,310,325 

 桜田運動公園 テニスコート 12,810 1,365,750 10,432 985,250 14,161 1,588,000 

 沼井公園 テニスコート 4,914 758,300 10,670 1,450,500 8,498 1,314,350 
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別紙資料５ 

職員配置状況及び指定管理料 

（１）職員配置状況（令和７年度） 

①総合体育館、久喜市体育施設、久喜市栗橋 B&G 海洋センター及び有料公園施設等                        （単位：人） 

施設名 

区分 

総合体育館 

（第 1 体育館・第 2体育館） 

菖蒲温水 

プール 

鷲宮温水 

プール 

栗橋Ｂ＆Ｇ 

海洋センター 
鷲宮体育センター 計 

常 勤 6 3 3 3 0  

パ ー ト 31 22 25 6 5  

維 持 管 理  2 2（2 人兼務） 2（2 人兼務） 2（2 人兼務）  

計 37 27 30 11 7  

備 考 パートの内訳（一部兼務有） 

（受付 9、警備 4、清掃 8、設備 4、

トレーニング室 7） 

募集対象外 募集対象外 

   

※総合運動公園、青葉公園、清久公園、寺田公園、森下緑地グラウンド、あやめ公園、寺田緑地グラウンド、ふれあい広場、南栗橋近隣公園、 

桜田運動公園、沼井公園の管理業務を含む。 

※菖蒲温水プール及び鷲宮温水プールは、今回の更新対象外施設だが、公園管理を兼務している職員がいたことから参考に記載している。 

 

②菖蒲運動公園                       （単位：人） 

区分 常勤 パート 維持管理 計 

人数 1 4 2 7 

 

（２）指定管理料（令和５年度から令和７年度）                                     （単位：円） 

区分 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

総合体育館、久喜市体育施設、久喜市栗橋 B&G 海洋センター 

及び有料公園施設等 
276,675,889 327,140,000 331,732,000 

菖蒲運動公園 市が直営管理 市が直営管理 25,313,000 

合計 － － 357,045,000 

※上記の金額は、今回の更新対象外施設である菖蒲温水プール及び鷲宮温水プールの管理費を含む。 
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別紙資料６ 

主な自主事業実施状況 

令和７年度の実施状況 

施設名 事業名 回数等 

総合体育館 

バドミントン教室、くびれ体操教室、バスケットボール教室、太極拳教室、 

吹矢教室、英会話教室、卓球教室、ミニテニス教室など 
通年 

バドミントン大会 2 回 

バスケットボールアカデミーの実施 1 回 

T リーグの公式戦開催 2 回 

栗橋Ｂ＆Ｇ海洋センター フロアプログラム（ヨガ、健康づくり）、キッズダンススクール 通年 

総合運動公園 
テニス教室 通年 

テニス大会 12 回 

菖蒲運動公園 
ノルディックウォーキング 1 回 

ヨガ教室 7 回 

南栗橋近隣公園テニスコート クラス別テニス教室 通年 

桜田運動公園テニスコート クラス別テニス教室 通年 
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様式１ 

 

久喜市総合体育館、久喜市立体育施設、久喜市栗橋 B＆G海洋センター 

及び有料公園施設等指定管理者指定申請書 

 

 

  年  月  日 

 

 久喜市長 あて 

 

主たる事務所の所在地 

申請者 名   称 

                       代表者氏名            

 

 

 

 指定管理者の指定を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 
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【添付書類】 

①法人等の定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書（申請日前３か月以内に取得した

もの又はこれに準ずる書類 

 

②法人等の決算関係書類（過去３年分の事業報告書、財産目録、貸借対照表、資金収支

計算書又はこれに準ずる書類） 

 

③法人等の予算関係書類（直近１年分の事業計画書、資金収支計算書又はこれに準ずる

書類） 

 

④法人等の組織及び運営に関する事項を記載した書類（法人等の組織図や業務執行体制

等がわかるもの及び就業規則、経理規程、給与規程、その他法人等の諸規程類） 

 

⑤設立趣旨、事業内容のパンフレット等法人等の概要がわかるもの 

 

⑥法人税、法人都道府県民税、法人市民税、法人事業税、消費税及び地方消費税の納税

証明書（直近１年分） 

 

⑦役員の名簿及び履歴を記載した書類 

 

⑧４の（１）アに該当しない旨の誓約書【様式２】 

 

⑨類似施設における業務実績を記載した書類（過去５年間を対象として記載）【様式３】 

 

⑩管理運営に関する事業計画書【様式４】 
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様式２ 

 

誓約書 

 

 久喜市長 あて 

 

 

  年  月  日 

 

名  称 

 

代表者名 

 

 

 このたび、久喜市総合体育館、久喜市立体育施設、久喜市栗橋 B&G海洋センター及び有

料公園施設等指定管理者指定申請に当たり、下記のいずれにも該当しないものであること

を誓約いたします。 

 

記 

 

１ 地方自治法施行令第１６７条の４の規定により、一般競争入札等の参加を制限されて

いる法人等 

２ 会社更生法に基づく更正手続開始の申立て、又は民事再生法に基づく再生手続開始の

申立てがなされている法人等 

３ 久喜市から指名停止措置を受けている法人等 

４ 法人税、法人都道府県民税、法人市民税、法人事業税、消費税及び地方消費税を滞納

している法人等 

５ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴

力団をいう。）又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）若しくは暴力団の

構成員でなくなった日から５年を経過しない者の統制下にある法人等 
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様式３ 

 

類似施設における業務実績 

 

申請者名             

業務名 業務内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※業務内容欄には、受注期間、業務の内容、受注額、発注者等を記入してください。 

※用紙サイズはＡ４版とし、ページ数の指定はありません。必要に応じ、別紙を

添付してください。 
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様式４ 

 

久喜市総合体育館、久喜市立体育施設、久喜市栗橋 B&G海洋センター 

及び有料公園施設等の管理運営に関する事業計画書 

 

申請者名 

 

１ 指定管理業務を行うに当たっての基本方針 

 

  ※よりよいサービスの提供や、より効果的・効率的な運営を行うための心構え、基本

方針及びコンセプトを記入してください。貴社の保有するノウハウ等をどのように

管理運営に活用するのかを含めて記載してください。 
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２ 管理執行体制 

 （１）人員配置、雇用者数 

  

 ※配置する職員全てについて、役職、担当業務、資格等、雇用形態（常勤、パート、そ

の他）及び１週間の勤務時間について記載してください。（表は参考） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）地元雇用について 

 

※指定管理者として、地元の雇用計画について記載してください。 

 

 

 

 

 （３）職員の研修計画について 

 

  ※指定管理者として、管理運営業務を円滑に行う上で必要な、職員の研修計画につい

て記載してください。 

常勤 パート その他（具体的に記入）

※職員の年齢層は「20歳代」等の目安で記入してください。

※別に1ヶ月の勤務ローテーション表（様式は任意）の案を作成し、提出してください。

※別に指定管理後の組織図（様式は任意）を提出してください。

※常勤は週40時間程度勤務とし、複数年にわたり雇用する職員とします。パートは非常勤で臨時に契約
する職員します。

役職 担当業務
資格、実務
経験など

職員の
年齢層

1週間の
勤務時間

雇用形態（該当するものに○）
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３ 施設・設備の維持管理計画 

  

※利用者が快適で安全に利用出来るために実施する施設や設備の維持管理や保守点検

の計画について記載してください。 

 また、職員が常駐する施設だけではなく、普段職員のいない公園施設の設備の安全

管理や備品の管理についても記載してください。 

 

 

 

 

 

 

４ サービス等を向上させるための方策 

（１） サービスの向上や利用率向上のための実現策 

 

  ※利用者のニーズの把握、サービスの質の確保、利用率の向上、社会的弱者への配慮

などについて具体的に記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 利用者等のトラブルの未然防止と対処方法 

 

  ※総合体育館、体育施設及び有料公園施設等を運営していく以上、施設を利用される

市民などからの苦情やトラブルに対して、解決方法や体制の整備が必要です。苦情

等に対する基本的な考え方、具体的な解決方法及び体制について記載してください。 
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５ 危機管理に対する方針について（防災、防犯、その他緊急時の対応等） 

 

  ※防災、防犯及びその他緊急時において、十分に対応できる体制が必要ですが、その

基本的な方針について記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 自主事業に対する基本方針と自主事業実施計画 

 （１）自主事業に対する基本方針 

  

  ※自主事業に対して、貴社の保有するノウハウ等をどのように活用するのか、効果的・

効率的な運営を図るため、心構えを含めて基本方針を記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）自主事業実施計画 

  

  ※総合体育館、体育施設及び有料公園施設等の設置目的の範囲内で、イベント等の開

催及びその他利用促進事業について記載してください。 
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７ 事業運営を自ら評価する自己評価制度について 

 

  ※総合体育館、体育施設及び有料公園施設等の管理運営を行っていく上で、効果的・

効率的な管理及びサービスの向上の観点から、自己評価が必要と考えられます。自

己評価について、具体的に記載してください。 

 

 

 

 

 

８ 指定期間５年間の計画 

  

  ※総合体育館、体育施設及び有料公園施設等の管理運営に関する業務と自主事業の実

施に関する業務に分けて記載してください。 

 

 （１）利用人員予測 

 

 

 

 （２）収支計画 

    ５年間の収支計画をお示しください。（表は参考例） 
科目 令和 9 年度 令和 10年度 令和 11年度 令和 12年度 令和 13年度 主な内容 

収

入 

委託料収入       

利用料金収入       

 総合体育館       

体育施設       

有料公園施設等       

その他収入       

収入合計       

支

出 

人件費 給料       

福利厚生費       

事業費 職員研修費       

光熱水費       

印刷製本費       

修繕費       

委託料       

通信費       

消耗品費       

その他 

事業費 

      

事務費       

諸経費       

支出合計       

※収支計画については、市から指定管理業務に係る委託料として支払う額（必要額）

を委託料収入として記載してください。 
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９ 個人に関する情報の取扱いや情報公開についての基本方針（情報管理体制その他必要

と考える事項） 

  

  ※総合体育館、体育施設及び有料公園施設等の運営を行っていく上で、利用者の個人

に関する情報の保護と適正な管理が要求されます。個人情報の保護や情報公開につ

いて、その管理体制や基本的な方針について記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０ 総合体育館、体育施設及び有料公園施設等の管理運営に係る令和９年度収支予算案

を作成してください。 

 

  ※積算根拠を含めて詳しく作成してください。 
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１１ １００万円未満の修繕、物品購入等の予算について 

 

１００万円未満の修繕、物品購入等は、指定管理者の予算の範囲内において、指定

管理者が行い、予算額を超えた場合は、１００万円未満の修繕、物品購入等であって

も、市が行うこととします。 

   そこで、５年間のこれらの費用を、総合体育館、体育施設、有料公園施設等に分け

ていくら経常するか明記してください。 

 

   ただし、年度をまたぐ修繕等特別の場合を除き、各年度の経常費用の残金は次年度

に繰り越さなくてもよいものとします。また、当該費用は、「８ 指定期間５年間の計

画」のどこにその費用が含まれるか明記してください。 

  
  （単位：円） 

令和９年度 

（２０２７年４月～

２０２８年３月） 

総合体育館  

体育施設  

有料公園施設等  

計  

令和１０年度 

（２０２８年４月～

２０２９年３月） 

総合体育館  

体育施設  

有料公園施設等  

計  

令和１１年度 

（２０２９年４月～

２０３０年３月） 

総合体育館  

体育施設  

有料公園施設等  

計  

令和１２年度 

（２０３０年４月～

２０３１年３月） 

総合体育館  

体育施設  

有料公園施設等  

計  

令和１３年度 

（２０３１年４月～

２０３２年３月） 

総合体育館  

体育施設  

有料公園施設等  

計  
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１２ その他の提案について 

   

  ※上記以外の方法で、総合体育館、体育施設及び有料公園施設等の設置目的を効率的、

効果的に達成する方法がありましたら、積極的に提案してください。 
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様式５ 

 

公募説明会・現地説明会参加申込書 

 

 

（あて先）久喜市 健康スポーツ部 スポーツ振興課 スポーツ施設係 

     メール：sportsshinko@city.kuki.lg.jp 

          ＦＡＸ：０４８０－２２－３３１９ 

 

 

次のとおり説明会への参加を申し込みいたします。 

公の施設の名称 
久喜市総合体育館、久喜市立体育施設、 

久喜市栗橋 B&G 海洋センター及び有料公園施設等 

 

申込団体 

 

所在地 

名称 

代表者名 

 

 

 

 

 

参加者氏名 

（１団体２名まで） 

 

 

 

 

 

 

 

担当者連絡先等 

 

担当者名 

電話 

ＦＡＸ 

メール 

 

 

 

現地説明会への参加 参加する ・参加しない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sportsshinko@city.kuki.lg.jp
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様式６ 

 

募集要項の内容等に関する質問書 

 

 

（あて先）久喜市 健康スポーツ部 スポーツ振興課 スポーツ施設係 

     メール：sportsshinko@city.kuki.lg.jp 

          ＦＡＸ：０４８０－２２－３３１９ 

 

法人等名 

担当者名 

連絡先 ：電話 

                            ：ＦＡＸ 

                            ：メール 

質問項目 質問内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sportsshinko@city.kuki.lg.jp

